
海洋基本計画について

第3部 海洋に関する施策を推進するために必要な事項

２．海洋の安全の確保

３．科学的知見の充実

４．海洋産業の健全な発展

５．海洋の総合的管理

６．海洋に関する国際的協調

７．海洋教育の充実及び海洋に関する理解の増進

１．海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和

○海洋資源の開発及び利用と海洋環境の保全との調和
 「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」改定

・メタンハイドレートを平成３０年代後半に民間の主導する商業化プロジェクト開始に向け、技
術開発を実施、日本海側についても今後３年間集中的な調査実施
・海底熱水鉱床を平成３０年代後半以降の商業化プロジェクトに向け、技術開発等を推進
・レアアースを平成２５年度以降３年間で概略資源量・賦存状況調査を実施

 風力発電等の海洋再生可能エネルギーの普及のため実証フィールドの整備など政策支援
・福島や長崎での実証研究 ・海域利用ルール明確化や漁業協調型利用メニューの作成等

 水産資源の開発及び利用

・資源管理指針・資源管理計画等に基づく水産資源の適切な管理等を全国的に推進
・漁村の豊かな地域資源の活用等を通じた漁村の活動の推進や漁場の生産力の増進
・総合的な経営安定対策による漁業経営の体質強化

○海洋環境の保全等
・生態学的・生物学的に重要な海域の平成２５年度までの抽出、海洋保護区設定の推進
・海上輸送からのＣＯ２排出抑制や海底下二酸化炭素回収貯留の調査・取組の推進

・周辺海域における広域的な常時監視体制、遠方・重大事案への対応体制の強化
・自衛隊と海保との連携強化 ・日本船籍への民間武装警備員乗船に向けた取組

○海洋科学技術に関する研究開発の推進等
・自然災害対応等の重要課題の研究開発 ・衛星情報の一層の活用等宇宙の活用

○海洋調査の推進
・海洋の総合的管理に必要となる基盤情報を整備するため調査を実施

○海洋産業の振興及び国際競争力の強化
 新たな海洋産業の創出
・浮体式LNG生産貯蔵積出施設等、国際競
争力ある資源開発関連産業の戦略的育成

 水産基本計画に基づく水産施策の着実な実施
 海運・造船業、水産業の経営基盤の強化
・環境性能の高い船舶の技術開発の促進

○海上輸送の確保
・税制等による安定的な海上輸送
体制の確保

・船員高齢化対策の事業者支援
・大型船に対応した海上輸送拠点
の整備

・ＩＭＯ等での国際基準等の策定に主体的に参画等、海洋の秩序形成・発展への貢献
・海賊対策等における海洋に関する国際的連携 ・海洋に関する国際協力

・地域の産官学のネットワーク等による地域の特性を活かした人材育成
・専門的人材、幅広い知識を有する人材の育成 ・行事やメディアを通じた情報発信

○沿岸域の総合的管理
・沿岸域の総合的管理の推進
・海面利用調整ルールづくり
・陸域と一体的に行う沿岸域管理

○離島の保全等
・離島の保全及び振興 ・国境離島の管理と特別の措置について検討

１．施策を効果的に推進するための総合海洋政策本部の見直し
①各施策の工程表の作成と計画的な実施、 ②総合的な戦略の策定と実施
③必要となる法制度の整備、 ④実施状況等の評価に基づく効果的な施策推進

○参与会議における検討体制の充実
・施策のフォローアップ及び評価 ・情勢変化等も踏まえ、重要施策を重点検討
・参与以外の幅広い関係者の参画を得て、テーマごとに集中的に評価・検討

○事務局機能の充実
・民間や関係機関から出向等した職員が中心となって特定の重要課題を総合調整

２．関係者の責務及び相互の連携

３．施策に関する情報の積極的な公表

○ 国際協調と国際社会への貢献

• アジア太平洋を始めとする諸国との国際的な連携を強化。
• 法の支配に基づく国際海洋秩序の確立を主導し、世界の発展・平和に貢献。

○ 海洋の開発・利用による富と繁栄

• 海洋資源等、海洋の持つ潜在力を最大限に引き出し、富と繁栄をもたらす。

○ 「海に守られた国」から「海を守る国」へ

• 津波等の災害に備えるとともに、安定的な交通ルートを確保。
• 海洋をグローバルコモンズ（国際公共財）として保ち続けるよう積極的に努める。

○ 未踏のフロンティアへの挑戦

• 海洋の未知なる領域の研究の推進による人類の知的資産の創造への貢献。
• 海洋環境・気候変動等の全地球的課題の解決に取り組む。

○EEZ等の開発の推進
・遠隔離島（南鳥島、沖ノ鳥島）活動拠点の整備
・EEZ等の管理のための方針の策定、包括的な
法体系の整備

③海洋権益保全をめぐる国際情勢の変化
④地球環境の変化、北極海航路活用可
能性の高まり等の自然・社会情勢の変化

①東日本大震災後の防災、エネルギー政策の見直し
②海洋資源・再生可能エネルギーに対する期待の高まり

現行海洋基本計画以降の海洋をめぐる社会情勢等の変化

海洋基本法の成立（平成１９年４月２０日）
６つの基本理念： 海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和等
１２の基本的施策： 海洋資源開発・利用や海上輸送の確保等

海洋基本計画
（平成20年3月閣議決定）
おおむね５年ごとに見直し

新たな海洋基本計画の策定
※平成２５年度～平成２９年度

第1部、第2部 海洋に関する施策についての基本的方針及び具体施策

総論 海洋立国日本の目指すべき姿

＜海洋政策の推進体制＞

・海洋基本計画の作成、実施の推進
・関係行政機関の施策の総合調整 等

内閣

総合海洋政策本部

内閣官房総合海洋政策本部事務局
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本部長：総理大臣
副本部長：官房長官、海洋政策担当大臣



共通基盤の整備、研究開発

海洋基本計画における主要な取組

海洋エネルギー・鉱物資源の開発
海洋再生可能エネルギーの利用促進

• これまでの実施状況等を踏まえ、「海洋エネルギー・鉱物資源開発計
画」を改定

• 広域探査船、無人探査機、最先端センサー技術等を用いた広域探査
システムの開発・整備、新しい探査手法の研究開発を加速

• 遠隔離島（南鳥島及び沖ノ鳥島）において、輸送や補給等が可能な活
動拠点を整備

メタンハイドレート

• 平成30年度を目途に商業化の実現に向けた技術を整備
• 平成30年代後半に民間企業が主導する商業化のためのプロジェク

トが開始されるよう、国際情勢をにらみつつ技術開発を実施

• 日本海側を中心に存在が確認された表層型のメタンハイドレートの
広域的な分布調査等を実施

海底熱水鉱床

• 平成30年代後半以降に民間企業が参画する商業化を目指したプロ

ジェクトが開始されるよう、既知鉱床の資源量評価、新規鉱床の発見
と概略資源量の把握、実海域実験を含めた採鉱・揚鉱に係る機器の
技術開発、環境影響評価手法の開発等を推進し、その成果が民間
企業による商業化に資するよう、官民連携の下、推進

基本認識

• 調査・研究を継続しつつ、事業化のための開発・研究を強化す
る段階へ移行

• 我が国周辺海域の資源ポテンシャルを把握するための技術開
発と広域科学調査・資源探査を継続的に実施

• 揚鉱、採鉱等生産に向けた技術開発を集中的に実施

コバルトリッチクラスト及びマンガン団塊、レアアース

• コバルトリッチクラスト及びマンガン団塊については、資源量調査と生産関連技術
について、国際海底機構が定めた探査規則を踏まえつつ、調査研究に取り組む。
（特にコバルトリッチクラストについては、海底熱水鉱床の取組の成果も踏まえ、具
体的な開発計画を策定）

• レアアースについては、将来の資源としてのポテンシャルを検討するための基礎
的な科学調査・研究に取り組む。（特に平成25年度以降3年間程度で、海底に賦存
するとされるレアアースの概略資源量・賦存状況調査を実施）

洋上風力発電

実用化・事業化の促進

• 海域の利用について、他の海域利用者等との共存共栄を図るとともに、地域ごと
の状況に応じた調整

• 海域利用のルールの明確化のため、法制度の整備を含めた検討

• 港湾区域、漁港区域、海岸保全区域等、既に管理者が明確になっている海域にお
いては、本来の目的や機能に支障のない範囲で先導的な取組を推進

• 海洋構造物や発電機器の安全性を担保する制度の明確化、我が国の技術を背景
に技術基準の国際標準化を主導

• 安全かつ効率的な設置・メンテナンスのための作業船やインフラの整備方策を検
討

• 銚子沖及び北九州沖で着床式洋上風力発電システムの実証
研究を実施

• 長崎県沖で浮体式洋上風力発電システムの実証研究を実施
• 福島県沖で浮体式洋上ウインドファームの実証研究を実施
• 浮体式洋上風力発電施設について、平成25年までに安全ガイ

ドラインを策定するとともに国際標準化策定を主導

海洋エネルギー（波力、潮流、海流、海洋温度差等）

• 40円/kWhの達成を目標とする実機を開発、更なる発電コストの
低減を目指すための要素技術を開発

• 浮体式及び海中浮遊施設の安全性を担保する技術的検討

• 港湾の本来の目的や機能と共生し得る円滑な導入や高度な利
用の方策を検討

海洋再生可能エネルギー普及のための基盤・環境整備

• エネルギー政策全体の方向性と整合を取りつつ、普及を戦略的に進めていく施策
について、目標の在り方も含めて総合的に検討する。

• 買取価格については、実用化の見通しが立ち、費用の検証が可能になった段階に
おいて、国民負担にも配慮しつつ検討・決定

技術開発、研究開発

• 実証試験のための実証フィールドの整備、第三者による評価の仕組みを検討
• 洋上風力発電の実用化と導入拡大のため、技術開発及び実証を加速
• 基盤情報整備等の基盤整備を推進
• 高効率・高信頼性・低コストの革新的発電システムの基盤的研究開発を推進

石油・天然ガス

• 日本周辺海域において、基礎物理探査（6000km2/年）や基礎試
錐を機動的に実施

• 新潟県佐渡沖で平成25年度に実施する基礎試錐の成果等を民
間に引き継ぎ、探鉱活動を推進



海洋基本計画における主要な取組

海洋産業の振興及び国際競争力の強化

新たな海洋産業の創出

• 浮体式液化天然ガス生産貯蔵積出設備や洋上の生産設備に人や
物資を効率的に輸送するための洋上ロジスティックハブの実現に
向けた検討を行い、国際競争力を有する海洋資源開発関連産業
の戦略的な育成を実施

• 海洋情報に関し、提供内容、提供形態等の在り方について検討し、海洋情報産業
の創出に必要な環境整備を推進

• 海洋調査に民間企業が幅広く参画できる体制、海外展開に向けた検討を実施

• メタンハイドレートについては、平成30年度を目途に商業化の実現に向けた技術の
整備を実施

• 海底熱水鉱床については、実海域実験を含めた継続的な技術開発とともに、技術
的課題の解決に有力な技術を有する民間企業も加えるなど、産業化の実現に向
けた検討を推進

海洋資源開発関連産業の育成

海洋エネルギー・鉱物資源開発の産業化

海洋再生可能エネルギー開発の産業化

• 洋上風力発電の早期の実用化・導入拡大や海洋エネルギー発電の要素技術の確
立・実証を通じた実用化を推進

• 海洋の開発・利用・保全等を担う新たな海洋産業の創出を促すため、産学官連携
の下、産業の状況等に応じた政策支援措置や事業創出の環境整備、国際競争力
の強化、人材育成等の方策を盛り込んだ総合戦略策定等について検討

海洋情報産業の創出

海運・造船業、水産業の強化

• 環境性能の高い船舶の技術開発の促進等による受注力の強化
• 新市場・新産業への展開及び業界再編の促進

我が国造船業の国際競争力の強化

• グローバルな環境変化を踏まえた外航海運の戦略的対応の推進
• 国際的な競争条件の均衡化のための継続的な取組の推進

• 老齢船の代替建造、船舶管理会社を活用したグループ化の促進による内航海運活
性化

内航海運の活性化

日本商船隊の国際競争力の強化

水産業の振興

• 消費者の関心に応え得る水産物の供給や食育の推進による消費拡大
• 水産業・漁村の持つ水産物の供給以外の多面的な機能の発揮

総合戦略の策定

海上輸送の確保

船員の確保・育成

• 高齢化の進展等に伴う内航船員の不足に対応するため、計画的に新人船員の確
保・育成に取り組む内航海運事業者を支援

• 船員教育の更なる質の向上のため、海運事業者が運航する船舶を活用した社船
実習の内航海運への導入、内航用練習船の導入

外航・内航海運の安定的な海上輸送体制の確保

• 日本商船隊の国際競争力及び安定的な海上輸送の確保を図るため、トン数標準税
制の適用等を実施し、日本船舶と準日本船舶を合わせて450隻体制の早期確立を図
る。

• 世界貿易機関（WTO）や経済連携協定（EPA）等における海運サービス分野の高い自
由化約束を目指し、交渉に取り組む

• 老齢船の代替建造、船舶管理会社を活用したグループ化の促進による内航海運活
性化

海上輸送拠点の整備

• 国際コンテナ戦略港湾（阪神港、京浜港）のハブ機能強化に向け、コ
ンテナターミナル等の整備、貨物集約、港湾運営の民営化等を推進

• 資源・エネルギー等の安定的かつ安価な輸入を実現するため、大型
船に対応した港湾の拠点的確保や企業間連携の促進を図り、国全体
として効率的な海上輸送ネットワークを形成

水産資源の活用及び利用

水産資源の適切な管理等

• 国や都道府県が策定する資源管理指針に基づき、漁業者が自ら取り組む資源管
理計画を確実に実施することにより、水産資源管理を全国的に推進

• 資源を共有する周辺諸国・地域との連携・協力を強化し、水産資源管理をより一
層推進

漁業経営の体質強化等

• 国民への水産物の安定供給を図るため、計画的に資源管理に取り組む漁業者を
対象に総合的な経営安定対策を推進

漁場の生産力の増進等

• 漁村の豊かな地域資源を活用した様々な取組を推進し、漁村の活動の推進、漁
村の魅力の向上を図る

経済・産業・生活を支える物流基盤の整備



海洋基本計画における主要な取組

海洋環境の保全等

生物多様性の確保等のための取組

環境負荷の低減のための取組

• 生態学的・生物学的に重要な海域を平成25年度までに抽出
• 海洋保護区について、設定を適切に推進するとともに、その管理の充実を図る

• 広域的な閉鎖性水域について、水質総量削減、汚濁負荷削減対策等を推進
• 海上輸送からのCO2排出を大幅抑制する取組の推進
• 海底下二酸化炭素回収貯留について、生態系、海水、底質の科学的特性を調査

地球温暖化と気候変動の予測及び適応に関する調査研究

• 地球規模での環境問題解決のため、国際的な地球観測計画の策
定等に貢献

• 海洋の循環や熱輸送、海洋の酸性化、海洋生態系への影響等を
調査、研究

北極海に関する取組

北極域の観測、調査研究

北極海航路

南回り航路

• 近年、地球温暖化に伴う北極海氷の融解によって北極海航路の利用に関する世
界的な関心が高まっていること等を踏まえて観測、調査研究等を推進

北極海航路の検討、国際的連携

• 北極海航路の活用の可能性について、関係国との協議を推進

• 海運事業者や荷主等と連携し、航路の実現可能性、技術的課題、経
済的課題等を検討

• 北極評議会における我が国のオブザーバー資格承認の実現に向け、
政府一体となって努力

海洋の安全の確保

海洋の安全保障や治安の確保

• 我が国周辺海域における広域的な常時監視体制、遠方・重大事案へ
の対応体制を強化

• 巡視船艇、艦艇、航空機等の計画的な整備、要員の確保、自衛隊と
海保との連携を強化

• 沿岸、離島の治安・安全確保のための連携体制を構築

• ソマリア沖・アデン湾での海賊対策を継続、日本籍船への小銃を用い
た警備を実施することができる等の特別の措置について、その取組
を推進

離島の保全等

• 離島航路、離島航空路の安定的な確保維持を支援、安全かつ安定的な輸送の確保
のための離島ターミナルの整備を推進

• 離島等における医療を確保するため、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医
療機関の協力体制を整備

• 地域の創意工夫をいかした振興を図るため、離島特区制度について総合的に検討

離島の振興

• 離島における排他的経済水域等の根拠となる低潮線の保全や領
海を根拠付ける離島の名称付与を実施

• 重要な離島及びその周辺海域における情報収集、監視・警戒を強
化し、島嶼部及び周辺海域の安全確保に関する体制を整備

• 我が国の領域、排他的経済水域等の保全等我が国の安全並びに
海洋資源の確保及び利用を図る上で特に重要な離島（いわゆる
「国境離島」）について、その保全、管理及び振興に関する特別の
措置について検討を行い、その結果を踏まえ必要な措置を講ずる

我が国の安全及び海洋秩序維持上、重要な離島に関する取組

科学的知見の充実

海洋科学技術に関する研究開発の推進等

• 科学技術基本計画や科学技術・学術審議会海洋開発分科会等の検討を踏まえ推
進、特に①地球温暖化と気候変動予測・適応、②海洋エネルギー・鉱物資源の開発、
③海洋生態系の保全・生物資源の持続的利用、④海洋再生可能エネルギー開発、
⑤自然災害対応の５つの政策ニーズに対応した研究開発を重点的に推進

基礎研究及び中長期的視点に立った研究開発の推進

• 海洋及び地球並びにそれらに関連する分野の総合的な理解、解
明など、新たな地のフロンティアの開拓に向けた科学技術基盤を
構築するため、観測、調査研究、解析等の研究開発を推進

海洋科学技術の共通基盤の充実・強化

• 海洋に関する基礎研究や中長期的な視点に立って実施すべき国家存立基盤に関わ
る技術や広大な海洋空間の総合的な理解に必要な技術など、世界をリードする基盤
的な技術の研究開発を推進

宇宙を活用した施策の推進

• 衛星情報のより一層の活用について、宇宙政策とも十分に連携しつつ、今後の国
内外の衛星インフラの整備状況等も踏まえて検討



海洋基本計画における主要な取組

海洋教育の充実及び海洋に関する理解の増進

海洋教育の充実

• 初等中等教育における海洋教育の充実を図るとともに、関係機関、大学、民間企
業等が行うアウトリーチ活動、各機関の連携等を推進

• 中長期的な観点で海洋産業、海洋教育の担い手を育成、地域の産官学のネット
ワークにより、地域の特性をいかした人材育成の推進

海洋に関する理解の増進

• 国民の海洋への理解増進を図るため、各種の行事を通じて海洋に触れ合う機会
を充実、マスメディア等を通じた情報発信、双方向での情報交換を推進

海洋に関する国際的協調

海洋の秩序形成・発展

• 多国間及び二国間の海洋協議等の場を活用して国際的なルールの整備や国際
的なコンセンサスづくりに貢献

• 国際法に基づく国際的なルールにのっとり、海洋に関する紛争の解決を図る
• 国際海洋法裁判所等の海洋分野における国際司法機関の活動を積極的に支援

海洋に関する国際的協力

• 海洋に関する国際的な枠組みに積極的に参加し、国際社会の連携・協力の下で
行われる活動等において主導的役割を担うように努める

• ＡＳＥＡＮ地域フォーラム等様々な場を積極的に活用し、関係各国と海洋の安全に
関する協力関係を強化

東日本大震災を踏まえた防災対策、環境対策等

被害の防止・軽減対策、観測、調査、研究

• 津波防護施設等のハード、津波ハザードマップ等のソフトを組み合わせた、多重
防御による津波防災地域づくりを推進

• 海岸堤防等の耐震化、水門等の自動化・遠隔操作化、耐震強化岸壁を整備

• ブイ式海底津波計による津波観測の実施や地震、津波のリアルタイムでの観測
が可能な海底観測網の整備とモデル化による予測・検証

環境対策等

• 放射線モニタリングについて、海水、海底土、海洋生物のモニタリングを実施

• 東日本大震災起因の洋上漂着物について、漂流予測、情報提供、民間団体等へ
の支援等を実施

排他的経済水域等の管理

• 我が国の大陸棚延長申請に対する大陸棚限界委員会の勧告を踏
まえ、勧告が先送りされた海域について早期に勧告が行われるよ
う努力するなど、延長大陸棚の限界の設定に向けた対応を適切に
推進

我が国の大陸棚の設定等

• 排他的経済水域等について、我が国と外国の主張が重複する海
域が存在することに伴う問題が生じているため、これらの問題への
対応及び問題の根本的解決について、排他的経済水域等におけ
る我が国の権益を確保すべく、国際法に基づいた解決を追求

外国と主張が重複する海域

• 海域の開発等の実態や今後の見通し等を踏まえつつ、管理の目的や方策、取組体制
やスケジュール等を定めた海域の適切な管理の在り方に関する方針を策定、当該方
針に基づき、総合海洋政策本部において、海域管理に係る包括的な法体系の整備を
進める

排他的経済水域等の利用等を推進するための基盤・環境整備

沿岸域の総合的管理

• 山地から海岸まで一貫した総合的な土砂管理の推進、陸域から流入する汚濁負荷の
削減、藻場、干潟、サンゴ礁等の保全、漂流・漂着ごみ対策の推進

陸域と一体的に行う沿岸域管理

• 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく基本計画を変更
• 東京湾、大阪湾、伊勢湾、広島湾において全国海の再生プロジェクトを進める

• 沿岸域における地域の実態も考慮した海面の利用調整ルールづくりを推進、地域の利
用調整ルール等の情報へのアクセス改善、沿岸域利用者に対する周知・啓発

沿岸域における利用調整

閉鎖性海域での沿岸域管理の推進

• 各地域の特性に応じて陸域と海域を一体的かつ総合的に管理する取組を推進する
こととし、地域の計画の構築に取り組む地方に支援し、沿岸域の安全の確保、多面
的な利用、良好な環境の形成及び魅力ある自律的な地域の形成を図る

沿岸域の総合的管理の推進




